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北九州市告示第１３３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、市税（県民税及び森林環境税を含む。）の収納事務について、指定公金事務

取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとお

り告示する。 

  令和８年４月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

指定公金事務取扱者 指定公金事

務取扱者と

して指定し

た日 

指定公金事

務取扱者に

公金事務を

委託した日 

委託期間 
名称 住所 

株式会社電算

システム 

岐阜県岐阜市

日置江一丁目

５８番地 

令和８年３

月２６日 

令和８年３

月２６日 

令和８年４月

１日から令和

９年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１３４号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年４月２日 

北九州市長 武 内 和 久  

薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

エンデバー調剤薬局 北九州市八幡西区光明一丁目８番

５号 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

株式会社大賀薬局萩原

２号店 

北九州市八幡西区萩原一丁目８番

１５号 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

コスモス調剤薬局千代

ケ崎店 

北九州市八幡西区千代ケ崎三丁目

６番２０号 

令 和 ８ 年 ４

月１日 

サンアイ調剤薬局上津

役店 

北九州市八幡西区上上津役二丁目

１３番１号 

令 和 ８ 年 ４

月１日 
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北九州市公告第２３７号 
土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１９条により、北九州

広域都市計画事業旦過地区土地区画整理審議会委員の選挙期日を次のとおり公

告する。 
令和８年４月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
選挙期日 令和８年７月１０日 
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北九州市公告第２３８号 
土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２１条第１項の規定に

より、北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画整理審議会委員の選挙人名簿

を次のとおり公衆の縦覧に供する。 
令和８年４月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
１ 縦覧期間及び縦覧時間 
  令和８年５月１３日から同月２６日までの毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで 
２ 縦覧場所 
  北九州市小倉北区古船場町１番３５号 
  北九州市都市整備局河川公園部神嶽川旦過地区整備室 
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北九州市告示第２４０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、延命寺臨海公園駐車施設使用に係る使用料の収納（徴収及び支出）について

、指定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定

により次のとおり告示する。   

令和８年４月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

アマノマネジメントサ

ービス株式会社北九州

営業所 

北九州市小倉南区湯川

二丁目９番２２号 

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第２４１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により

、三萩野公園駐車施設使用に係る使用料の収納（徴収及び支出）について、指

定公金事務取扱者を指定し、公金事務を委託したので、同条第２項の規定によ

り次のとおり告示する。 

  令和８年４月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

トステム株式会社北九

州支社 

北九州市戸畑区川代二

丁目１番２号 

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日ま

で 
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北九州市議会規程第１号  
北九州市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程

を次のように定める。  
  令和８年４月２日  

北九州市議会議長 中 村 義 雄   
   北九州市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改  

正する規程  
北九州市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年北九州市議

会規程第２号）の一部を次のように改正する。  
第３条第５号中「第１９条の４第１項第５号」を「第１９条の４第１項第４

号」に改め、同条第１６号中「第１２条第３項の被保険者証の番号及び保険者

番号」を「第２０１条の２第１項に規定する被保険者番号等」に改める。  
  付 則  

 この規程は、令和８年４月２日から施行する。ただし、第３条第５号の改正

規定は、同年６月１４日から施行する。  

8


